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１ 障害者支援施設の将来の方向性 

少子高齢化及び人口減少が進むなかにおいても、障害児・者への支援の必要性は高いた

め、機能訓練、スポーツ・レクリエーション、文化・教養等の講座の実施など、障害者へ

の福祉の増進を図ります。 

障害者への福祉の増進を図るためには、障害者の生きがいを高めるとともに、社会参加・

地域交流の促進や、相談、療育、スポーツ・レクリエーション等の各分野で、専門性を有

した柔軟かつ適切なサービスを総合的に提供する拠点が必要です。 

障害福祉センターは、在宅障害者福祉の拠点的施設として建設され、以後、相談、療育、

スポーツ・レクリエーション等の各分野で、専門性を有した柔軟かつ適切なサービスを総

合的に提供することにより、障害者の生きがいを高めるとともに、社会参加・地域交流の

促進を図ってきました。 

また、障害者自立支援法（平成 25 年度からは障害者総合支援法）の施行により、国や

地方において、障害者を地域で支える仕組みが強化されるなか、障害児・者支援の中心的

役割を担う障害福祉センターのニーズは高まっており、障害者数も依然として増加傾向に

あるなかで、現在の機能は将来にわたって維持していく必要があります。 

障害福祉センターは、障害者の活動の場を確保し障害者を支援するための中心的な施設

であり、専門的な機能が必要になることから、市内１か所の配置を維持し、交通アクセス

を考慮した現在地に設置します。 

なお、近年増加している発達障害児に対する支援にあたっては、子どもへの対応や訓練

の方法が大人とは異なること、本人だけでなく保護者に対する指導やケアのほか、情報交

流の場を確保することも重要です。そのため、センターを置く施設内において、発達障害

児の療育機能を他の障害福祉サービス等に係る機能と分けることにより、発達障害に関す

る専門的な診察や訓練、相談等をより効果的に実施します。 

 

※「長崎市公共施設の適正配置基準」（令和 5年 4月策定）より抜粋 
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２ 対象施設 

本計画では、市所有の公共建築物のうち、次の「障害者支援施設」を対象としています。 

 

2020年 4月 1日現在 

№ 名称 所在地 建築年 
床面積
（㎡） 

2019年度 
利用者数(人) 

1 障害福祉センター 茂里町 2-41 1991 12,391.41  150,364 

 

３ 個別施設の現況及び将来の見込み 

 ⑴ 個別施設の状態等 

対象施設に係る最終改修履歴は次のとおり把握しています。 

 

                               2020年 4月 1日現在 

 

 

 

 

 

 

 ⑵ 個別施設の方向性 

   共通編「４ 対策の優先順位の考え方」及び「⑴ 個別施設の状態等」を踏まえた個

別施設の方向性は次のとおりです。 

 

№ 名称 建築年 短期（～2022年） 中長期（～2029年） 

1 障害福祉センター 1991 適正管理を行う 適正管理を行う 

※地区別計画ロードマップより抜粋 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

耐震化 建築 電気 機械

2016 2017 2019

外壁 ガスタービン
発電施設

複合型受信盤
(非常用設備)

№ 名称
経過
年数

1 障害福祉センター 28 8 新耐震

階数
改修時期・内容
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 ⑶ 対策費用 

共通編「５ 長寿命化等の実施計画」及び「⑵ 個別施設の方向性」を踏まえた対策

費用については、次のとおり見込んでいます。 

 

＜対策費用の見方＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※「○」を記載している改修予定事業については、改修年度・改修金額が確定した後、具体的な

金額を明記します。 

 

 

【障害福祉センター】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【●●センター】

（単位：千円）

部位／年 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

建替

屋上防水 ○

外壁 ○

電気 15,000

給排水 10,000

空調

改修を予定している部位については、予定

年度に「○」を記載しています。

改修済・改修予定の事業の金額を記

載しています。

（単位：千円）

部位／年 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029

建替

屋上防水 ○

外壁

電気

給排水

空調 ○
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【問い合わせ先】 

長崎市理財部資産経営室 

電話：095-829-1412 

FAX：095-829-1248 

Email：shisankeiei@city.nagasaki.lg.jp 


